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中長期業績連動型株価連動報酬制度（ファントムストック）の導入に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の報酬委員会において、役員報酬制度の見直しを行い、2016 年度に導入した譲渡

制限付株式報酬制度に加え、新たな中長期業績連動型株価連動報酬制度を導入する方針について決議い

たしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．制度見直しの目的及び背景 
当社は現在、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層

の価値共有を進める目的で、中長期業績連動報酬として、当社の執行役、執行役員およびグループ執行

役員（以下、「業務執行役員」といいます。）に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 
2017 年度の税制改正により、金銭による株価連動報酬制度（ファントムストック）は業績連動給与

の要件を満たすことで損金算入が可能になったことを受け、譲渡制限付株式報酬制度の一部をファント

ムストックに変更いたします。ファントムストックは株価連動で報酬額が決定されるため、「企業価値

の持続的向上」および「株主との価値共有」という、当社の中長期業績連動報酬導入の目的は維持でき

るものであることから、業務執行役員に対する報酬内容として相当なものと考えております。 
なお、譲渡制限付株式報酬制度の変動部分に使用していた評価指標である、株主総利回りの同業他社

比較をファントムストックの評価指標として引き続き採用いたします。3 年間の株主総利回りを使用し

ていますので業務執行役員が短期的な株価上昇を目的とした判断をするリスクを回避できると考えま

す。 
更に、当社報酬委員会は本年４月より、全委員が社外取締役となっているため、役員報酬の決定手続

き等において、より一層の客観性および透明性の確保ができるものと考えております。 
なお、現在の譲渡制限付株式報酬制度については、一部内容を見直した上で今後も継続いたします。

見直し後の譲渡制限付株式報酬制度の概要については、本日付プレスリリース「株式報酬としての新株

式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

２．株価連動報酬制度（ファントムストック）の概要 
① ファントムストックの付与対象者  

当社の執行役、執行役員およびグループ執行役員 
② 業務執行期間および評価期間 

業務執行期間：毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日 
評価期間：3 年 

③ 報酬決定方法 
    役位毎に定めた報酬基準額に以下(ⅰ)および(ⅱ)を乗じ、金額を決定 

（ⅰ）評価期間における当社普通株式の株価変動割合 
（ⅱ）評価期間における同業他社 5 社を含む 6 社間での株主総利回りの相対順位に応じた変動割合

（変動幅は、0%～100%） 
         ※上記同業他社は、野村不動産ホールディングス株式会社、東急不動産ホールディングス株

式会社、三井不動産株式会社、東京建物株式会社および住友不動産株式会社の 5 社 
④ 配当等 

当社が当社普通株式につき配当を行う場合であっても、ファントムストックについては、配当金な

いし配当金相当額の支払いを行わない 



⑤その他 
ファントムストックに関する詳細は、有価証券報告書等で開示する 

以 上 


